
「建築物の安全性の確保を図るため建築基準法等の一部を改正する法律が本年6月20日から施行されます。この法改正では、耐震偽装事件の再発を防止し、建築物の安全性に対する国民の信頼を回復するために、新たに一定規模以上の建物については、構造計算適合性判定が義務づけられるとともに、建築確認の審査や中間・完了検査が、国土交通大臣が定めた「建築確認申請等に関する指針」に基づき厳格に実施されます。建築物の設計、施工、工事監理、維持保全業務に携わる皆様には是非この機会に受講されますようご案内申し上げます。

主催　　（社）長野県建築士会　　（社）長野県建築設計事務所協会　　長野県建築物防災協会

後援　　　長　野　県
	開催日
	時間
	会場
	定員

	1
	6月11日（月）
	9:00～12:00
	諏訪合同庁舎　5階講堂　（諏訪市上川1-1644-10）
	120名

	2
	6月12日（火）
	13:30～16:30
	大町合同庁舎　5階講堂　（大町市大町1058-2）
	150名

	3
	6月13日（水）
	9:00～12：00
	佐久合同庁舎　5階講堂　（佐久市跡部65-1）
	200名

	4
	6月13日（水）
	13:30～16:30
	飯田消費生活センター　（飯田市追手町2-641-47）
	200名

	5
	6月13日（水）
	10:00～15:00
	松本市浅間温泉文化センター　大会議室

(松本市浅間温泉2-6-1)　　　　　　　　　　　※駐車場：松本市野球場へ
	450名

	6
	6月13日（水）
	13:30～16:30
	北信合同庁舎　4階講堂　（中野市大字壁田955）
	100名

	7
	6月14日（木）
	13:00～17:00
	木曽合同庁舎　2階講堂　（木曽郡木曽町福島2757-1）
	100名

	8
	6月14日（木）
	9：15～12：45
	長野県県民文化会館　小ホール　(長野市若里1-1-3)
	150名

	9
	6月14日（木）
	13:00～16：30
	
	150名

	10
	6月18日（月）
	13:30～16:30
	上田市中央公民館　3階大会議室
(上田市材木町1-2-3)　　　　　　　　　　　※駐車場：第一中学校跡地へ
	160名

	11
	6月22日（金）
	13:30～16:30
	伊那市生涯学習センター　6階ホール
(伊那市伊那3500-1　いなっせビル）　　　　　　　　　　　※駐車場：無料
	150名


開催日時
受講料　　会　員　４，０００円　・　非会員　６，０００円　（テキスト代、消費税込み）
· なお、欠席の場合には受講料は返還いたしかねますが、テキストは後日お渡しいたします。
テキスト　　当日受付にてお渡しいたします。
申込方法　　平成１９年５月２８日（月）より主催団体の支部事務局・本会事務局（防災協会は除く）にて受付しております。申込書をご記入の上、受講料を添えてお申込みください。

申込〆切　　開催日の5日前までにお申し込みください。　なお、定員になり次第締切らせて頂きます。
ＣＰＤ　　建築士会　　6単位　　　　　事務所協会　 1.5単位　
申込み先　　主催団体本会事務局（防災協会は除く）または各支部事務局
（問合せ先）　　建築士会　本会事務局　　長野市大字南長野字宮東426-1　　 TEL 026-235-0561
事務所協会　本会事務局　　　　　　　　同上　　 　　　　　　　　　　 　TEL 026-235-3359
　　　　　　　　防災協会　本会事務局　　長野市篠ノ井御幣川306‐1　　　　　　TEL 026-290-5070
『建築基準法等の改正政省令、指針、建築物の安全安心確保の推進講習会』
受講申込書



平成19年　　　月　　　日
	氏名
	

	自宅住所
	〒

TEL（　　　　）　　　－　　　　　

	勤務先名称
	　

	勤務先住所
	〒

TEL（　　　　）　　　－　　　　　

	受講希望会場

（○を付ける）
	
	6/11　諏訪合同庁舎
	
	6/14　木曽合同庁舎

	
	
	6/12　大町合同庁舎
	
	6/14　長野県県民文化会館　（午前）

	
	
	6/13　佐久合同庁舎
	
	6/14　長野県県民文化会館　（午後）

	
	
	6/13　飯田消費生活センター
	
	6/18　上田市中央公民館

	
	
	6/13　松本市浅間温泉文化センター 
	
	6/22　伊那市生涯学習センター

	
	
	6/13　北信合同庁舎
	
	

	会員・非会員
（〇で囲む）
	建築士会・事務所協会・防災協会　会員（　　　　　　支部）　・　非会員　




　　　　　　　　　　　　　　　　
※受付支部：　　　　　　　支部(No　　　　　)





※受付担当者　　　　　　　　　　　　　　　　





『建築基準法等の改正政省令、指針、建築物の安全安心確保の推進講習会』開催のご案内





建築基準法等の改正政省令、指針、


建築物の安全安心確保の推進講習会


受　　講　　票








建築士会・事務所協会・防災協会（○で囲む）


会員（　　　　　　支部）　・　非会員





※受付支部：　　　　　　　　　　支部





※受付Ｎｏ：　　　　　　　　　　　　　








受講者名　　　　　　　　　　　　　　　　


　　


　


　受講会場　　　　　　　　　　　（午前・午後）








（社）長野県建築士会


（社）長野県建築設計事務所協会


長野県建築物防災協会








建築基準法等の改正政省令、指針、


建築物の安全安心確保の推進講習会


領　　収　　書





※　　　　　　　　　　　　　　　様








※　金　　　　　　　　　円也　





但し、『建築基準法等の改正政省令、指針、建築物の安全安心確保の推進講習会』受講料及びテキスト代として


上記金額領収しました。











※　平成19年   　 月　　　日　








（社）長野県建築士会


（社）長野県建築設計事務所協会　　　　　印


 　　 長野県建築物防災協会








※ここに記載された個人情報は、本講習会に関する書類等の送付及び情報の送付以外の目的には使用いたしません。





注意：※印以外の空欄をご記入ください。


。





キ　　リ　　ト　　リ





キ　　リ　　ト　　リ








